
情
報
公
開
制
度
と
は

　
公
正
で
透
明
な
開
か
れ
た
市
政
運

営
の
た
め
に
、
市
が
保
有
す
る
情
報

の
提
供
、
公
表
、
開
示
の
請
求
な
ど

に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
は
「
旭
市
情
報
公

開
条
例
」
に
基
づ
き
、
市
が
保
有
す

る
各
種
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

〈
平
成
27
年
度
の
運
用
状
況
〉

開
示
請
求
件
数
／
５
件

う
ち
開
示
件
数
／
２
件

部
分
開
示
件
数
／
２
件

不
開
示
件
数
／
１
件

個
人
情
報
保
護
制
度
と
は

　
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
た

め
、
市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適

正
な
取
り
扱
い
を
確
保
し
、
開
示
請

求
の
権
利
な
ど
を
保
証
す
る
制
度
で

す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
は
「
旭
市
個
人
情

報
保
護
条
例
」
に
基
づ
き
、
市
が
保

有
す
る
自
身
の
個
人
情
報
に
つ
い
て

開
示
、
誤
っ
て
い
る
場
合
な
ど
の
訂

正
や
削
除
、
使
用
の
中
止
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〈
平
成
27
年
度
の
運
用
状
況
〉

開
示
請
求
件
数
／
1
0
2
件

う
ち
開
示
件
数
／
1
0
1
件

不
開
示
件
数
／
１
件

審
議
会
な
ど
の
会
議
の
公
開

　
情
報
公
開
を
一
層
進
め
る
た
め
、

市
民
の
皆
さ
ん
が
会
議
を
傍
聴
で
き

る
「
審
議
会
等
の
会
議
の
公
開
制

度
」
も
設
け
て
い
ま
す
。

　
傍
聴
で
き
る
会
議
は
、
開
催
の
１

週
間
前
ま
で
に
、
市
役
所
本
庁
１
階

の
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
で
公
表
し
て

い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
庶
務
行
政
班

☎
62
‐
５
３
１
０

自
主
防
災
組
織
と
は

　
地
域
住
民
が
「
自
分
た
ち
の
ま
ち

は
自
分
た
ち
で
守
る
」
と
い
う
意
識

に
基
づ
き
、
自
主
的
に
防
災
活
動
を

行
う
組
織
で
す
。
主
に
、
区
や
自
治

会
な
ど
の
規
模
で
結
成
、
運
営
さ
れ

ま
す
。

　
大
規
模
災
害
発
生
時
に
は
、
消
防

な
ど
の
公
的
防
災
機
関
に
よ
る
対
応

の
み
で
は
、
被
災
者
の
救
助
な
ど
に

限
界
が
あ
る
た
め
、
自
主
防
災
組
織

な
ど
に
よ
る
自
助
・
共
助
が
重
要
と

な
り
ま
す
。

市
の
補
助
金

　
自
主
防
災
組
織
を
結
成
す
る
と
、

次
の
活
動
に
補
助
金
が
交
付
さ
れ
ま

す
。

◦
地
域
の
自
主
的
な
防
災
訓
練

◦
防
災
用
資
機
材
な
ど
の
購
入

市
内
の
組
織
活
動
を

紹
介
し
ま
す

　

干
潟
・
干
潟
南
・
八
軒
町
・
神

西
・
川
口
二
区
の
５
区
が
連
合
で

「
干
潟
学
区
自
主
防
災
会
」
を
３
月

に
結
成
し
ま
し
た
。
干
潟
小
学
校
区

で
は
防
災
意
識
高
揚
の
た
め
、
研
修

会
の
開
催
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
９

月
に
は
、
住
民
と
学
校
が
協
力
し
た

地
区
防
災
訓
練
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
地
域
安
全
班

☎
62
‐
５
３
１
１

市
で
は
、
市
政
の
情
報
公
開
の
推
進
と
個
人
情
報
の
保
護
を
図
る
た
め

「
情
報
公
開
制
度
」
と
「
個
人
情
報
保
護
制
度
」
を
設
け
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
平
成
27
年
度
に
お
け
る
制
度
の
運
用
状
況
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、

市
民
の
皆
さ
ん
に
制
度
を
理
解
し
活
用
し
て
も
ら
う
た
め
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

市では、
自主防災組織の結成・活動を推進しています。
みんなで支え合う関係づくりが、
地域の防災力を高めます。

自主防災組織

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制
度
の

運
用
状
況
と
概
要

１	開示請求などの窓口
　情報を保有する課、または総務
課で受け付けます。
※�請求書は、市ホームページから
もダウンロードできます。

２	開示・不開示などの決定
　請求のあった日から15日以内
に、開示・不開示などを決定し、
請求者に通知します。

３	開示などの実施
�　担当課で行います。決定通知書
と、本人確認ができる書類が必要
です。

情報開示などの請求の流れ より開かれた市政の実現へ

結成・参加しよう

広報あさひ　2016.5.157


